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江戸川区立新田小学校 

 



１．新田小学校の給食業務について 

新田小学校の給食は、児童・職員・検食を合わせて約 3４０食を馬渕商事（社員・パー

ト計６名）が受託して作っています。平成 27年度より、献立作成等の栄養士業務も馬渕

商事が受託しています。 

学校給食は、施設・設備・経費・時間など制約されることが多いですが、本校では栄養

のバランスはもちろんのこと、衛生的で安全であること、児童の健康、さらに嗜好なども

考え、「心のこもった手作り給食」を基本として作っています。 

 

２．安全性、衛生管理について 

・中心温度３点の確認（サラダの野菜も加熱しています。） 

 ・水冷ごとに残留塩素濃度を測定。 

 ・従業員の細菌検査を月に 2回実施。健康診断は年 3回実施。 

 ・従業員本人、同居家族にも胃腸炎等の症状が見られた場合、ノロウイルス検査を行い

家族全員が陰性になるまで出勤を停止する。 

  発熱や味覚、嗅覚に違和感があった場合は医師や保健所の指示に従いＰＣＲ検査を行

う。家族に同様の症状があった場合にも出勤停止とする。 

 ・感染予防のため、カキ、火の通りのあまい肉等の喫食禁止。 

 ・給食室での履物、エプロンの区分け。 

 ・使い捨て手袋の的確な使用。 

 ・休憩、喫食はパーテーションを利用しながら少人数で離れて取る。 

 

など、「学校給食衛生管理基準」に基づき徹底しています。 

 

３．学校給食の目標 

本校では以下の 7つの給食目標を掲げ、給食活動を行っております。 

①適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。 

②日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる

判断力を培い、望ましい食習慣を養うこと。 

③学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。 

④食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び

自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。 

⑤食生活が食に関わる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、

勤労を重んじる態度を養うこと。 

⑥我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。 

⑦食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。 



４．学校給食の栄養管理について（江戸川区学校給食栄養管理基準） 

 学校給食の食事内容は、成長期にある児童の健康の保持増進と体位向上のため、多様な

食品を組み合わせ、栄養的にバランスのとれた食事になるように努めています。 

≪児童 1 人 1 回あたりの栄養管理基準≫ 

 

 

低学年 

１・２年生 

中学年 

３・４年生 

高学年 

５・６年生 

エネルギー （kcal）  530 650 780 

たんぱく質 （％） 学校給食による摂取エネルギー全体の13～20％ 

脂質 （％） 学校給食による摂取エネルギー全体の20～30％ 

ナトリウム（食塩相当量） （mg） 1.5未満 2未満 2未満 

カルシウム （mg） 290 350 360 

鉄 （mg） 2 3 3.5 

ビタミンＡ （µgRAE）  160 200 240 

ビタミンＢ１ （mg） 0.3 0.4 0.5 

ビタミンＢ２ （mg） 0.4 0.4 0.5 

ビタミンＣ （mg） 20 25 30 

食物繊維 （g） 4以上 4.5以上 ５以上 

・カルシウムの供給源として、小魚類の摂取と牛乳の飲用に努めています。 

・献立面では、日本の伝統的な食文化を継承し、日本型食生活ができるよう配慮するとと

もに、ご家庭における日常の食生活の指標となるよう努めています。 

 

５．新田小学校の給食 

 学校給食が生きた教材となって、食の大切さを学ぶことができるように献立を作成し

ています。作成するにあたって、次のようなことに留意して作成しています。 

・江戸川区の栄養所要量と食品構成の充足に努める。 

・季節や旬の食材を大切にする。 

・和食、洋食、中華の料理のバランスを大切にする。 

・主食、主菜、副菜、汁物、デザートのバランスを大切にする。 

・食文化継承のために行事食、郷土料理を取り入れる。 

・毎月誕生日給食を実施し、手作りのデザートを取り入れて楽しみを広げる。 

・地産地消（小松菜）の取り組みを大切にする。 

・調理室内はドライシステムにし、衛生に留意し安全に調理する。 

・限られた給食費の範囲でできる献立とする。 

・食物アレルギー等の児童も安心して給食が食べられるように配慮する。 



６．アレルギー対応 

≪アレルギー除去食の対応について≫  

医師の診断書をもとに、年度はじめに管理職、養護教諭、担任、栄養士と面談を行

い決定します。毎月、保護者の方には詳細献立表・アレルギー対応連絡表で確認をし

てもらいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



今年度のアレルギー除去食対応児童数は、  名です。 

≪給食対応≫ 

① 保護者あての「アレルギー対応連絡表」をクラスに掲示します。 

② 担任は出勤時にアレルギー一覧表を確認し、アレルギー対応があるか毎朝チェッ

クをします。 

③ 給食室では、朝のはじめに今日の給食についての流れや担当の確認とアレルギー

食の確認を全体で行います。除去食を盛り付け後、調理を担当した人、盛り付け

た人、調理室責任者、栄養士の４名が確認し、運搬車にのせます。アレルギー対

応食は黄色いお盆を使用し、一食分を盛り付けています。 

④ 運搬車は担任がとりに来ます。その際、調理員から担任に直接渡します。 

⑤ 担任から本人に渡します。 

⑥ 「いただきます」をしてからフタを開け、その日のおかわりはありません。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童の名前と何の除去をしているのか説明を

して、渡しています。 
 


